
南阿蘇村人事行政の運営等の状況の公表について 

 

南阿蘇村人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき、職員の任用、給与、服務や勤務

条件などの人事行政の運営状況について公表します。これは、住民の皆様に村職員の任免や勤務時間

その他の勤務条件などの情報を、正しく知っていただくために公表するものです。 

 

１．職員の任免及び職員数に関する状況 

（１）職員数に関する状況 

平成 28年 4月 1日 
現在の職員数 

(A) 

平成 28 年度中の異動 平成 29年 4月 1 日 
現在の職員数 
(A)-(B)+(C) 退職(B) 採用(C) 

164人 2人 6人 168人 

※採用欄はH27.4.2 から H28.4.1 までの採用者数 

 

（２）職員採用の状況（平成 28 年 4 月 2 日～平成 29 年 4 月 1 日） 

区 分 試験の程度 採用人数 

正規の試験 

一般事務 高卒程度 ４人 

保健師   

栄養士   

保育士   

その他  ２人 

合計  ６人 

 

（３）退職の状況（平成２8 年度） 

区 分 
定年 
退職 

応募 
退職 

普通 
退職 

免職 その他 合計 

一般事務       

保健師       

栄養士       

保育士 １人     1 人 

技能労務職 1 人     1 人 

合計 2 人     2 人 

 



（４）部門別職員数の状況（各年度４月１日現在） 

区  分 

部  門 

職  員  数 対前年度増減数 

26 年度 27 年度 28 年度 26 年度 27 年度 28 年度 

一般行政 

議 会 2 人 2 人 2 人 △1 人   

総 務 企 画 45 人 45 人 44 人 ２人  △1 人 

税 務 12 人 12 人 13 人   1 人 

民 生 48 人 48 人 48 人 ３人   

衛 生 3 人 3 人 3 人    

農 林 水 産 15 人 15 人 16 人 △１人  １人 

商 工 5 人 5 人 4 人   △１人 

土木(建設) 9 人 9 人 8 人   △１人 

小 計 139 人 139 人 138 人 ３人  △１人 

特別行政 教 育 15 人 15 人 15 人 １人   

公営企業等 

水 道 3 人 3 人 3 人    

下 水 道 3 人 3 人 3 人    

そ の 他 5 人 5 人 5 人    

合       計 165 人 165 人 164 人 ４人   

※特別行政部門（教育）の欄は、教育長を除く数値です。 

 

２．職員の給与の状況 

（１）人件費の状況（平成 28 年度一般会計決算） 

住民基本台帳人口 
（H28 年 3 月現在） 

歳出総額 人件費 人件費率 
前年度の 
人件費率 

10,989 人 14,794,261 千円 1,400,823 千円 9.47％ 17.7％ 

※人件費は、議会議員や非常勤特別職の報酬、村長などの特別職給与及び職員給与･ 
退職手当組合負担金などが含まれます。 

 

（２）職員給与費の状況（平成 28 年度一般会計及び特別会計決算） 

職員数 

（A） 

給      与      費 一人当たり 
の給与費
（B/A） 給  料 職員手当 期末勤勉 計（B） 

165 人 604,825 千円 60,988 千円 232,424 千円 898,237 千円 5,443 千円 

 



（３）職員の平均給料月額及び平均年齢の状況（平成 28 年 4 月 1 日現在） 

区  分 
南 阿 蘇 村 国 

平均給料月額 平均年齢 平均給料月額 平均年齢 

一般行政職 315,400 円 43.0 歳 331,816 円 43.6 歳 

 

 

（４）職員の初任給の状況（平成 28 年 4 月 1 日現在） 

 区    分 

南 阿 蘇 村 国 

初任給 
採用後 2年経
過日の給料額 

初任給 
採用後 2年経
過日の給料額 

一般行政職 

大学卒 174,700 円 186,600 円 178,200 円 190,100 円 

高校卒 142,500 円 150,900 円 146,100 円 154,500 円 

 

（５）職員の経験年数別･学歴別平均給料月額の状況（平成 28 年 4 月 1 日現在） 

区    分 経験年数 10 年 経験年数 15 年 経験年数 20 年 

一般行政職 

大学卒 －    円 286,123 円 327,844 円 

高校卒 －    円 269,375 円 306,733 円 

※経験年数とは、学校卒業後直ちに採用され引き続き勤務している場合は採用後の年数をいい、 
採用前に職歴等がある場合はその期間を換算し、採用後の年数に加算した年数をいいます。 
 

（６）職員の期末･勤勉手当の状況（平成 28 年度） 

 南 阿 蘇 村 国 

区 分 
期末手当 
（月分） 

勤勉手当 
（月分） 

計 
（月分） 

期末手当 
（月分） 

勤勉手当 
（月分） 

計 
（月分） 

 ６月期 1.225 0.800 2.025 1.225 0.800 2.025 

１２月期 1.375 0.800 2.175 1.375 0.900 2.275 

計 2.60 1.60 4.20 2.60 1.55 4.30 

役職別段階加算 
職制上の段階、職務の級等 
による加算措置 有 

職制上の段階、職務の級等 
による加算措置 有 

 

（７）職員の退職手当の状況（平成 29 年３月３１日現在） 

 南 阿 蘇 村 国 

区 分 
自己都合退職 

（月分） 
勧奨・定年退職 

（月分） 
自己都合退職 

（月分） 
勧奨・定年退職 

（月分） 

支 

給 

率 

勤続２０年 20.445 25.55625 20.445 25.55625 

勤続２５年 29.145 34.5825 29.145 34.5825 

勤続３５年 41.325 49.59 41.325 49.59 

最高限度 49.59 49.59 49.59 49.59 

 



（８）その他の職員手当の状況 

区    分 内                     容 

扶養手当 
○配偶者：13,000 円 

○配偶者を除く扶養親族：１人 6, 500 円 

住居手当 
○借家の場合：家賃額に応じて 27,000 円を限度に支給 

○持ち家の場合：3,500 円 

通勤手当 
○交通機関を利用の場合：月額 55,000 円を限度に支給 

○自動車等を使用の場合：距離に応じ 2,000 円～24,500 円 

管理職手当 ○管理又は監督の職員に支給（役職に応じ 30,000 円：25,000 円：17,000 円） 

時間外勤務 平成 28 年度 
支給総額 86,718 千円  

職員１人当たりの支給年額 468 千円  

 

３．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

（１）勤務時間及び勤務時間の割り振り状況（平成 28 年 4 月 1 日現在） 

１週間の 

勤務時間 

勤 務時間の割振 り 

始業時間 終業時間 休憩時間 週休日 

38 時間 45 分 8:30 17:15 12:00～13:00 土・日曜日 

※保育所は、これとは異なる勤務形態です。 

 

（２）年次有給休暇の状況（平成 28 年 1 月 1 日～平成 28 年 12 月 31 日） 

給付与日数 総使用日数 全期間在職職員数 
１人当たり 

平均使用日数 

6109.5 日 1232.2 日 162 人 7.6 日 

 

（３）休暇制度の概要 

休暇の種類 付与要件 付与日数 

年次有給休暇 職員の請求時 年 20 日（繰越 20日）を限度 

病気休暇 職員の負傷、疾病による療養 必要と認める期間（90 日以内） 

主
な
特
別
休
暇 

ボランティア休暇 各種ボランティア活動 年 5日以内 

結婚休暇 結婚式や旅行等の行事 連続する 5日以内 

産前休暇 8 週間以内に出産予定 出産日までの請求期間 

産後休暇 女性職員が出産した場合 8 週間 

育児時間休暇 生後満 1年に達しない子の育児 1 日 2回，各々30分以内 

妻の出産休暇 妻の出産時の入院付添い等 2 日以内 

親族の死亡休暇 親族の死亡 親族に応じ 1日～7日 

夏季休暇 7 月～9月の期間における休暇 3 日 

子の看護休暇 小学校就学前の子の看護 年 5日以内 

組合休暇 許可を得て職員団体業務に従事 年 10 日以内（無給） 

介護休暇 配偶者や父母等の介護 6 月を超えない範囲（無給） 

 



４．職員の分限及び懲戒処分の状況 

処分の状況（平成 28 年度） 

処分理由 

降任 

処分者数 処分の理由 

合計 

分限処分 

免職 0  

休職 0  

降任 0  

懲戒処分 

免職 0  

停職 0  

減給 0  

戒告 0  

※分限処分とは、一定の事由により公務能率の維持向上を目的として行う不利益処分のことで、 
懲戒処分とは、一定の義務違反に対して、その責任を追及して行う不利益処分のことです。 

 

５．職員の服務の状況 

地方公務員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、全力を挙げて職務に専念しなければ

なりません。 

職員には、①法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、②信用失墜行為の禁止、③秘密を守る義務、

④職務に専念する義務、⑤政治的行為の制限、⑥争議行為等の禁止、⑦営利企業等の従事制限が課せ

られています。 

 

６．職員の研修及び勤務成績の評定の状況 

 （1）職員研修の実施状況 

区 分 研修名 受講者数 

中央等研修 

自治大学校 

市町村アカデミー 

市町村国際文化研修所研修 

地方自治経営研修 

総務省統計研究所（オンライン） 

０ 

０ 

０ 

０ 

１ 

県研修協議会主催研修 

新任職員研修 

新任係長研修 

新任課長研修 

一般職員１部研修（職員経験５年） 

各種専門研修 

12 

０ 

０ 

０ 

０ 

その他研修 実務研修等 ０ 

職員全体研修 人権同和問題職員研修会（職場のコミュニケーション） １２８ 

 

 （2）勤務成績の評定 

  成績評価、能力評価、態度評価及び実績評価で構成する人事評価を実施中。 

 



７．職員の福祉及び利益の保護の状況 

（1）職員の福利厚生の状況 

区 分 内  容 

共済制度 熊本県市町村職員共済組合 

健康診断 
定期健康診断（人間ドック受診者以外の全職員） 

人間ドック（30歳以上の職員のうち希望者） 

 

（2）勤務条件に関する措置要求の状況 

給与、勤務時間等の勤務条件に関し、公平委員会に対して、地方公共団体の当局により適当な措置が

執られるべきことを要求することができますが、平成２６年度において要求はありませんでした。 

（３）不利益処分に関する不服の申立ての状況 

懲戒その他その意に反すると不利益な処分を受けた場合に、公平委員会に対して審査請求又は異議

申立てをすることができますが、平成２７年度において申し立てはありませんでした。 

（４）公務災害等の発生状況 

   加入団体：地方公務員災害補償基金熊本県支部 

種 類 発生件数 事案の概要 

通勤災害 －  

公務災害 －  

 

８．その他 

特別職の報酬等の状況（平成 28 年度） 

 区 分 給与月額等 期末手当の支給割合 

村 長 
610,400 円 

（763,000 円） 

6 月期 

12 月期 

計  

1.225 月分 

1.375 月分 

2.60 月分 

副 村 長 580,000 円 

教 育 長 530,000 円 

議 長 310,000 円 

副 議 長 256,000 円 

常任委員長 238,000 円 

議 員 233,000 円 

（  ）内は減額措置を行う前の金額 


